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八戸市監査委員  倉 成 美納里 
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定期監査の結果報告について 

 

 

 

   地方自治法第 199条第１項及び第４項の規定に基づき、令和７年度定期監査を実施 

 

  したので、同条第９項の規定により、その結果を報告します。 
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１  監査の対象 

（1） 対象部局 

対 象 部 ・ 課 （ 室 ） 名 

総務部 行政管理課 

財政部 財政課、住民税課 

商工労働まちづくり部 産業労政課（東京事務所を含む。） 

観光文化スポーツ部 美術館、長根屋内スケート場 

こども健康部 こども家庭相談室、高等看護学院、保健所保健予防課 

市民環境部 国保年金課、環境保全課 

建設部 道路維持課（道路管理事務所を含む。） 

（2） 監査の範囲 

令和６年度において執行された財務に関する事務（現金取扱事務及び有価物等管理事務につい

ては令和７年度執行分を含む。） 

 

２ 監査の主な着眼点 

(1) 収入、支出に係る事務の手続が適切に行われているか。 

(2) 補助金等の交付は適正に行われているか。  

(3) 契約事務が適正に執行されているか。 

(4) 財産、備品の管理が適正に行われているか。 

(5) 現金等の取扱事務は適正に処理されているか。 

 (6) 関係事務が法令・条例等に基づき適正に処理されているか。 

 

３  監査の主な実施内容 

   定期監査は、八戸市監査基準に準拠し、次により実施した。 

 (1) 事前に提出された監査資料に基づき、対象部局ごとに監査項目を定めて、諸帳簿・書類等の試

査・照合等、事務局職員による予備監査を行った。 

(2)  部長等以下関係職員から事務事業の執行状況等について、監査資料に基づき説明を受け、監査委

員による質疑応答を行った。 

 

４ 監査の実施場所及び日程 

(1） 実施場所  八戸市庁ほか 

(2) 日程    令和７年９月 24 日から令和７年 11 月 11 日まで 

 

５ 監査の結果 

監査の結果、財務に関する事務は適正に執行されていると認められた。 

なお、監査の際に見受けられた事務処理上の軽易な過誤等については、各所属長又は関係職員に対

し、文書又は口頭で指導したので記述を省略した。 
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総 務 部 
 

 行 政 管 理 課 

 

１ 主な分掌事務 

(1) 行政改革の総括及び推進に関すること。 

(2) 地方分権の推進に関すること。 

(3) 指定管理者制度の総括に関すること。 

(4) 附属機関の総括に関すること。 

(5) 公有財産、債権及び基金の総括に関すること。 

(6) 公用車の総括に関すること。 

(7) 庁舎の運営維持管理等に関すること。 

(8) 市民広場の管理に関すること。 

 

２ 組織・職員の状況 

課長        行政改革グループ 副参事（グループリーダー）    以下 ５人 

（うち一般事務員      １人） 

            財産活用グループ 副参事（グループリーダー）    以下 ５人 

                                うち市有財産管理事務員   １人         

                                  一般事務員        １人 

庁舎管理グループ 副参事（グループリーダー）    以下 ９人 

               （うち再任用職員      １人） 

                                           計 20 人 

 

  ３ 主な監査項目 

 (1) 収入事務      財産貸付収入（土地貸付収入、建物貸付収入） 

                     雑入(広告料収入) 

   (2) 支出事務      支出負担行為等に関する書類 

   (3) 契約事務      附属機関等会議録作成業務委託契約 

ごみ運搬業務委託契約 

 

  ４ 監査の結果 

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務処理等は適正に執行されていると認められ

た。 
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財 政 部 
 

 財 政 課 

 

１ 主な分掌事務 

   (1) 財政計画に関すること。 

   (2) 予算の調整、配当、統制等に関すること。 

   (3) 財政状況の公表に関すること。 

   (4) 決算の認定等に関すること。 

   (5) 地方債及び一時借入金に関すること。 

 

  ２ 組織・職員の状況 

課長        一般会計グループ 副参事（グループリーダー）   以下 ７人 

（部次長兼務）     特別会計グループ 副参事（グループリーダー）   以下 ３人 

                                          計 11 人 

 

  ３ 主な監査項目 

   (1) 支出事務  支出負担行為等に関する書類 

   (2) 契約事務  財務会計システム保守業務委託契約 

    

  ４ 監査の結果 

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務処理等は適正に執行されていると認められ

た。 
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 住 民 税 課 

 

  １ 主な分掌事務 

   (1) 個人市県民税の賦課及び調定に関すること。 

   (2) 法人市民税の賦課及び調定に関すること。 

   (3) 軽自動車税、市たばこ税、鉱産税及び入湯税に関すること。 

   (4) 地方消費税交付金等に関すること。 

 

  ２ 組織・職員の状況 

課長        法人諸税グループ  副参事（グループリーダー）   以下 ７人 

うち子育て支援課副参事兼務     １人 

                                                         一般事務員            １人 

                      個人住民税グループ 副参事（グループリーダー）   以下 22 人 

うち生活福祉課主幹兼務         １人 

                              環境政策課主査兼務         １人 

                              長根屋内スケート場主事兼務 １人 

                                                         一般事務員            ４人 

                                           計 30 人                                                         

 

  ３ 主な監査項目 

   (1) 現金取扱事務     つり銭 

   (2) 有価物等管理事務  切手 

   (3) 収入事務      総務手数料（税関係証明手数料） 

               弁償金（原動機付自転車等の標識亡失等） 

   (4) 支出事務      支出負担行為等に関する書類 

   (5) 契約事務      市民税・県民税納税通知書等印字及び封入封緘業務委託契約 

               令和６年度税総合システム改修業務（個人住民税定額減税対応） 

委託契約 

 

  ４ 監査の結果 

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務処理等は適正に執行されていると認められ

た。 
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商工労働まちづくり部 

 

 産業労政課（東京事務所を含む。） 

 
  １ 主な分掌事務 

   (1) 企業誘致に関すること。 

   (2) 工場立地に関すること。 

   (3) 工業団地に関すること。 

   (4) 貸工場の運営管理に関すること。 

(5) 雇用の促進に関すること。 

   (6) 人材還流事業に関すること。 

   (7) 労働者の福祉に関すること。 

 
  ２ 組織・職員の状況 

課長       企業誘致推進グループ 主幹（グループリーダー）    以下 ７人 

                          （うち一般事務員 １人） 

              雇用支援対策グループ 副参事（グループリーダー）     以下 ８人 

うち勤労者福祉サービスセンター事務員 １人 

  雇用移住支援アドバイザー     ２人 

新産業団地開発室   参事兼室長           以下 ６人 

           東京事務所      所長                 以下 ３人 

                         （うち東京事務所事務員 １人） 

           派遣（トヨタ自動車株式会社へ）               １人 

                                            計26人 

 
  ３ 主な監査項目 

   (1) 現金取扱事務    資金前渡金 

   (2) 有価物等管理事務  切手、はがき 

(3) 収入事務      労働使用料（職業訓練センター使用料） 

雑入（パソコン講座等受講料） 

   (4) 支出事務      支出負担行為等に関する書類 

   (5) 補助金交付事務   八戸市ＩＴ関連企業立地促進事業補助金 

   (6) 契約事務      令和６年度高校生による地元企業魅力発見体験事業運営業務委託契約 

 

  ４ 監査の結果 

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務処理等は適正に執行されていると認められ

た。 
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観光文化スポーツ部 
 

 美 術 館 

 

  １ 主な分掌事務 

   (1) 美術その他芸術の振興及び普及関連事業に関すること。 

   (2) 美術館の自主事業、貸館その他施設の整備及び運営に関すること。 

 

  ２ 組織・職員の状況 

非常勤館長  副館長    美術専門監 

総務経営グループ 副参事（グループリーダー）以下 ７人 

                             （うち一般事務員    ４人） 

                   企画運営グループ 副参事（グループリーダー）以下 10人 

                         （うちコーディネーター ２人） 

                           計 20人 

 

  ３ 主な監査項目 

   (1) 現金取扱事務    つり銭 

   (2) 有価物等管理事務  切手、はがき、レターパック、図録等 

   (3) 収入事務      社会教育使用料（美術館使用料） 

雑入（資料等販売収入） 

   (4) 支出事務      支出負担行為等に関する書類 

   (5) 契約事務      大学資産を活用したアートの学び事業業務委託契約 

八戸市美術館施設警備業務委託契約 

 

  ４ 監査の結果 

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務処理等は適正に執行されていると認められ

た。 
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 長根屋内スケート場 

 

  １ 主な分掌事務 

    長根屋内スケート場の自主事業、貸館事業その他施設運営に関すること。 

 

  ２ 組織・職員の状況 

非常勤館長   副館長   総務管理グループ 副参事（グループリーダー）以下 ８人 

うち  防災対策専門員 １人 

一般事務員   ３人 

企画運営グループ 主幹（グループリーダー） 以下 ４人 

計 14人 

 

  ３ 主な監査項目 

   (1) 現金取扱事務   つり銭 

   (2) 収入事務     保健体育使用料（屋内スケート場使用料） 

   (3) 支出事務     支出負担行為等に関する書類 

   (4) 契約事務     八戸市長根屋内スケート場管理業務委託契約 

大人のためのスピードスケート教室運営業務委託契約 

 

  ４ 監査の結果 

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務処理等は適正に執行されていると認められ

た。  
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こ ど も 健 康 部 
 

 こども家庭相談室 

 

１ 主な分掌事務 

(1) こども家庭センター（母子保健に関する事務を除く。）に関すること。 

(2) 児童福祉法に基づく助産及び母子生活支援に関すること。 

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関するこ

と。 

(4) 家庭、児童及び女性の相談に関すること。 

(5) 児童虐待の防止に関すること。 

 

２ 組織・職員の状況 

    室長   副室長    こども家庭支援グループ 副参事（グループリーダー) 以下 11 人 

              うち子ども家庭支援員兼家庭相談員      １人 

                           虐待対応専門員              ３人 

                          サポートプラン作成支援員         １人 

                             一般事務員                １人 

女性支援グループ  主幹                 以下 ７人 

                         うち母子・父子自立支援員兼女性相談支援員  １人 

                              女性相談支援員            １人 

                              母子・父子自立支援員         １人              

                             償還協力員              １人 

                                                        計 20 人 

 

３ 主な監査項目 

(1) 現金取扱事務     つり銭 

 (2) 有価物等管理事務   切手等 

  (3) 収入事務          貸付金元利収入（母子福祉資金貸付金元利収入） 

 (4) 支出事務          支出負担行為等に関する書類 

 (5) 契約事務          八戸市親子交流支援事業業務委託契約 

 

  ４ 監査の結果 

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務処理等は適正に執行されていると認められ

た。 

  

(女性支援グループ 

リーダー） 
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 高 等 看 護 学 院  

 

  １ 主な分掌事務 

    看護師の養成に関すること。 

 

  ２ 組織・職員の状況 

     学院長         副学院長        事務長以下 12 人 

     市民病院                        うち再任用職員  ２人 

院長兼務                                   実習指導教員  １人 

計 14 人 

 

  ３ 主な監査項目 

   (1) 有価物等管理事務  切手等  

   (2) 収入事務      保健衛生使用料（看護師養成所授業料、看護師養成所入学金、 

看護師養成所受験手数料） 

(3) 支出事務      支出負担行為等に関する書類 

 (4) 契約事務      八戸市立高等看護学院空気調和設備保守点検業務委託契約 

 

  ４ 監査の結果 

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務処理等は適正に執行されていると認められ

た。 
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保健所保健予防課 

 

  １ 主な分掌事務 

(1) 感染症の予防に関すること。 

(2) 予防接種に関すること。 

(3) 難病の療養の相談に関すること。 

(4) 精神保健福祉に関すること。（他課の分掌に係る事務を除く。） 

(5) 公害健康被害者の救済に関すること。 

 

  ２ 組織・職員の状況 

課長       感染症対策グループ  副参事（グループリーダー）   以下 11 人 

うち感染症対策非常勤看護師 １人 

                                非常勤看護師       １人 

非常勤保健師          １人 

 保健福祉グループ   副参事（グループリーダー）     以下 11人 

（うち一般事務員 １人） 

予防接種グループ   副参事（グループリーダー）     以下 12人 

（うち一般事務員 ５人） 

                                            計35人 

 

  ３ 主な監査項目 

   (1) 有価物等管理事務  切手等 

   (2) 収入事務      雑入（公害健康被害者救済拠出金） 

   (3) 支出事務      支出負担行為等に関する書類 

   (4) 補助金交付事務     乳幼児予防接種費補助金 

  (5) 契約事務      高齢者帯状疱疹ワクチン定期接種勧奨通知作成及び封入封緘業務委託 

契約 

 

  ４ 監査の結果 

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務処理等は適正に執行されていると認められ

た。 
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市 民 環 境 部 
 

 国 保 年 金 課 

 

  １ 主な分掌事務 

   (1) 国民健康保険事業の運営管理に関すること。 

   (2) 国民健康保険の給付に関すること。 

   (3) 国民健康保険税の賦課及び調定に関すること。 

   (4) 国民健康保険の資格の得喪に関すること。 

   (5) 後期高齢者医療関係の申請の受付に関すること。 

   (6) 後期高齢者医療の保険料の徴収に関すること。 

   (7) 国民年金の資格、免除、裁定請求等の受付に関すること。 

 

  ２ 組織・職員の状況 

課長       管理給付グループ       副参事（グループリーダー）以下 26 人 

うち訪問指導看護師    ２人 

                               訪問指導栄養士    １人 

                               レセプト点検員    ３人 

第三者行為求償事務員 １人 

一般事務員      ６人 

              後期高齢者医療グループ 主幹（グループリーダー） 以下 12 人 

（うち一般事務員 ２人） 

              国保税グループ         副参事（グループリーダー）以下 15 人 

（うち一般事務員 ５人） 

              国民年金グループ       副参事（グループリーダー）以下 ９人 

                                  （うち一般事務員 ５人） 

              派遣（青森県後期高齢者医療広域連合へ）         ２人 

                                           計 65人 

３ 主な監査項目 

   (1) 現金取扱事務    つり銭 

   (2) 有価物等管理事務  切手等  

   (3) 収入事務      雑入（一般被保険者返納金） 

   (4) 支出事務      支出負担行為等に関する書類 

   (5) 契約事務      令和６年度八戸市国民健康保険特定健康診査受診勧奨業務委託契約 

後期高齢者医療保険料額決定通知書等作成及び製本封入業務委託契 

約 

 

  ４ 監査の結果 

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務処理等は適正に執行されていると認められ

た。  
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 環 境 保 全 課 

 

  １ 主な分掌事務 

   (1) 公害防止協定に関すること。 

   (2) 公害関係法令に基づく届出及び許可に関すること。 

   (3) 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭の調査及び防止対策に関す

ること。 

   (4) 公害に係る工場、事業所等への立入指導、改善勧告及び措置命令に関すること。 

   (5) 一般廃棄物処理業及び産業廃棄物処理業の許可及び指導監督に関すること。  

   (6) 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置の許可及び指導監督に関すること。 

   (7) 産業廃棄物の不法投棄及び不適正処理の対策に関すること。 

 

  ２ 組織・職員の状況 

課長       調査指導グループ  副参事（グループリーダー）   以下 11人 

(うち一般事務員 １人) 

              廃棄物対策グループ 副参事（グループリーダー）      以下 10 人 

                        うち環境管理専門員兼行政窓口支援専門員 １人 

                                            廃棄物最終処分場等管理員       １人 

                          ＰＣＢ専門員              １人 

                            計 22 人 

  

 ３ 主な監査項目 

   (1) 有価物等管理事務  切手 

   (2) 収入事務      清掃手数料 

（一般廃棄物処理業許可手数料、産業廃棄物処理業許可手数料） 

   (3) 支出事務      支出負担行為等に関する書類 

   (4) 契約事務      自動車騒音調査業務委託契約 

               大気汚染自動測定機保守点検業務委託契約 

 

  ４ 監査の結果 

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務処理等は適正に執行されていると認められ

た。 
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建 設 部 
 

 道路維持課（道路管理事務所を含む。） 

 

  １ 主な分掌事務 

   (1) 路線の認定及び廃止に関すること。 

   (2) 道路台帳の整備に関すること。 

   (3) 道路の占用及び特殊車両の通行の許可に関すること。 

   (4) 道路等の境界に関すること。 

   (5) 防犯灯の補助に関すること。 

   (6) 国土調査法に基づく地籍調査事業に関すること。 

   (7) 道路の維持修繕に関すること。 

   (8) 交通安全施設に関すること。 

   (9) 道路施設の災害復旧に関すること。 

 

  ２ 組織・職員の状況 

     課長       管理グループ    副参事（グループリーダー）   以下 12 人 

   （部次長兼務）                                    うち再任用職員 １人 

一般事務員 １人 

              道路占用グループ  副参事（グループリーダー）   以下 ８人 

                             うち再任用職員                        １人 

道路占用事務員兼行政窓口支援専門員 １人 

              地籍調査グループ  副参事（グループリーダー）    以下 ７人 

                                          うち再任用職員 １人 

一般事務員 １人 

              維持第一グループ  副参事（グループリーダー）    以下 ７人 

              維持第二グループ  副参事（グループリーダー）    以下 ７人 

              道路管理事務所   所長                        以下 14 人 

                                      うち再任用職員 ２人 

                                       一般事務員 １人 

技能労務員 ２人 

                                            計 56 人 

  

３ 主な監査項目 

   (1) 現金取扱事務    つり銭 

   (2) 有価物等管理事務  切手、はがき、有料道路回数券 

   (3) 収入事務      土木使用料（道路占用料、法定外公共物占用料） 

               農業手数料（地籍調査成果閲覧交付手数料） 

   (4) 支出事務      支出負担行為等に関する書類 

 (5) 契約事務      中居林地内境界確定等業務委託契約 

                         八戸市内泥土収集運搬委託契約 

 

  ４ 監査の結果 

上記の監査項目の関係書類等を調査した結果、事務処理等は適正に執行されていると認められ

た。 


